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情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
制
度

　

市
で
は
、
市
政
へ
の
信
頼
性
と
透
明

性
を
高
め
る
た
め
、
市
政
に
関
す
る
情

報
を
公
開
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情

報
を
適
正
に
取
り
扱
う
と
と
も
に
、
皆

さ
ん
の
自
分
に
関
す
る
情
報
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
権
利
な
ど
を
保
障
し
て
い

ま
す
。

■
情
報
公
開
制
度
と
は
　

　

市
民
の
知
る
権
利
を
尊
重
し
、
請
求

に
応
じ
て
市
の
職
員
が
職
務
の
た
め
に

作
成
ま
た
は
取
得
し
た
文
書
や
図
面
な

ど
（
行
政
文
書
）
を
開
示
す
る
制
度
で

す
。

■
個
人
情
報
保
護
制
度
と
は
　

　

個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
権
利
・
利

益
を
保
護
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。　

　
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
、

そ
の
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
や
生
年
月

日
な
ど
に
よ
り
、
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
「
個
人
情

報
」
と
言
い
ま
す
。
市
が
保
有
し
て
い

る
個
人
情
報
は
原
則
本
人
か
ら
の
請
求

に
よ
っ
て
開
示
や
訂
正
、
利
用
停
止
で

き
ま
す
。

■
開
示
請
求
か
ら
開
示
ま
で
の
流
れ

　

皆
さ
ん
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
、
行

政
文
書
や
個
人
情
報
を
開
示
し
ま
す
。

原
則
と
し
て
請
求
さ
れ
た
内
容
は
全
て

開
示
し
ま
す
が
、
公
益
を
損
な
う
も
の

■行政文書や個人情報の開示請求から開示までの流れ

請求者
開示請求書に必要事項を記入し、開示を請求します

【請求窓口】本館総務課

▼

▼

市
開示請求書を受理した日から起算して15日以内に開示・
非開示を決定し、請求者に通知します

請求者

①請求した文書などを本館総務課で閲覧できます
②請求した文書などの写しの交付を受けることができます
※�写しの交付にかかる費用（コピー代・郵送料など）は、請

求者の負担となります

＊個人情報の訂正請求や利用停止請求の場合の流れも同様です

■令和元年度　開示請求などの状況

行政文書の開示請求件数および決定状況

請求先 請求件数

内訳

決定状況

全部開示 部分開示 非開示 不存在

市長 125件 78件 45件 １件 ３件

教育委員会 ３件 ２件 １件

農業委員会 １件 １件

消防 ２件 ２件

議会 ２件 １件 １件

計 133件 83件 47件 １件 ４件

※���１件の開示請求で複数の行政文書についての請求があった場合は、複

　数の決定方法を採っているため、請求件数と決定状況は一致しません

個人情報の開示、訂正、利用停止の請求件数および決定状況

請求内容 請求件数 決定状況 請求取り下げ

個人情報の開示 ６件
全部開示　５件
不存在　　１件

１件

※���個人情報の訂正、利用停止の請求はありませんでした

市の機関 登録件数（５月20日現在）

市長 231件

教育委員会 35件

選挙管理委員会 ４件

農業委員会 ４件

消防 30件

議会 ４件

計 308件

個人情報取り扱い事務の登録件数

※�市では、事務の名称や目的、対象者の範囲などを

「個人情報取扱事務登録簿」に登録し、本人が自分

の情報に関与できるようにしています

【
問
い
合
わ
せ
】

�

本
館
総
務
課

�

（
☎
41-

３
５
０
６
）

や
、
請
求
者
・
第
三
者
の
権
利
・
利
益
を

害
す
る
恐
れ
が
あ
る
情
報
な
ど
は
、
開

示
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

☜
個
人
情
報
で
あ
れ
ば
何
で
も
保
護
？

　

個
人
情
報
は
大
切
な
も
の
だ
と
い
う

認
識
が
高
ま
る
一
方
で
、
個
人
情
報
保

護
を
理
由
に
、
必
要
と
な
る
個
人
情
報

ま
で
も
が
提
供
さ
れ
な
く
な
っ
た
り
、

各
種
名
簿
の
作
成
が
中
止
さ
れ
た
り
す

る
な
ど
、「
過
剰
反
応
」と
思
わ
れ
る
状

況
が
一
部
で
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
個
人
情
報
保
護
法
は
、
民
間
事
業
者

が
個
人
情
報
を
適
正
に
取
り
扱
う
た
め

の
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
ル
ー
ル
に
従
い
、
あ
ら
か
じ
め

本
人
の
同
意
を
得
る
か
、
ま
た
は
同
意

に
代
わ
る
方
法
に
よ
り
、
ク
ラ
ス
名
簿

や
自
治
会
名
簿
な
ど
を
作
成
・
配
布
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
災
害
や
事
故
な
ど
の
緊
急
時

や
捜
査
関
係
事
項
照
会
へ
の
回
答
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
本
人
の
同
意
を
得
な

く
て
も
情
報
提
供
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
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■本庁（本館・新館）　〒025-8601　花城町9-30　　　　☎24-2111　思24-0259
■大 迫 総 合 支 所　〒028-3203　大迫町大迫2-51-4　☎48-2111　思48-2943
■石鳥谷総合支所　〒028-3163　石鳥谷町八幡4-161　☎45-2111　思45-3733
■東 和 総 合 支 所　〒028-0192　東和町土沢8-60　　☎42-2111　思42-3605

【お知らせ中の表記】●本＝本館　●新＝新館　■支＝全ての総合支所　■大＝大迫総合支所　■石＝石鳥谷総合支所　■東＝東和総合支所

情報 information

2020（R2）.6.1

■母子健康手帳交付（予約制）

【実施日】�月～金曜日（祝日を除く）

【受付時間】�午前９時～午後４時30分

【問い合わせ・予約】�健康づくり課

（☎23-3121）、■支健康づくり窓口

（■大☎41-3128、■石☎41-3448、■東

☎41-6518）

交付場所・予約先 備考

健康づくり課
（花巻保健センター）

予約なく来所の場
合は交付まで１時
間ほどかかります

大迫・石鳥谷・東和
総合支所
健康づくり窓口

予約者のみ

■健診（検診）などを一部再開します

　新型コロナウイルス感染症に関

わる緊急事態宣言の解除に伴い、

市で実施している集団での健診

（検診）などの日程を一部変更して

再開します。

【再開する健診（検診）など】

▲

乳幼児健診（７カ月、１歳６カ

月、２歳児、３歳児）

▲

離乳食教

室

▲

定期健康診査など（特定健康

診査、後期高齢者健康診査、結核

健康診断、肝炎ウイルス検査）

▲

各種がん検診（肺がん、前立線が

ん、大腸がん、胃がん、乳がん、

子宮頸
けい

がん）

※詳しい日程は、決まり次第、対

象者へお知らせします

【問い合わせ】�健康づくり課（☎
23-3121）

■５月31日（日）～６月６日（土）は

　「禁煙週間」

　期間中は「2020年、受動喫煙の

ない社会を目指して～たばこの煙

から子ども達を守ろう～」をテー

マに、禁煙と受動喫煙防止の普及

啓発が行われます。

　市では「望まない受動喫煙」から

市民の皆さんの健康を守るため、

市の公共施設を４月から原則とし

て敷地内禁煙にしています。施設

にはポスターなどを掲示していま

すので、禁煙にご協力をお願いし

ます。

【問い合わせ】�健康づくり課（☎
23-3121）

■歯科健診

【対象】�令和２年３月31日時点で

75歳になった人

※対象者には通知します

【健診期間】�６月１日（月）～12月28

日（月）

【健診場所】�市指定歯科医療機関

※寝たきりなどで自分で行けない

場合は、歯科医療機関へご相談く

ださい

【健診料】�無料

【問い合わせ】�健康づくり課（☎
23-3121）

『咲かそうよ 笑顔の花を　歯みがきで』
　６月４日（木）～10日（水）は歯と口の健康週間です。

■中部保健所からのお知らせ

①ひきこもり専門相談

　ひきこもりに悩む本人・ご家族

の相談に専門の医師が応えます。

ご家族のみの相談も可能です。

【日時】�７月１日、９月２日、11月

４日の水曜日、午後２時～３時30

分

【担当医師】�国立病院機構花巻病

院の副院長・河上真人さん

②こころの健康相談（精神保健福

祉相談）

　こころの病気、気持ちが落ち込

む、眠れないなどの悩みや相談

に、精神科医が応えます。

【日時】�毎月第３水曜日、午後１

時30分～４時

※上記以外でも、保健師による相

談を随時受け付けています

①②共通

【会場】�中部保健所（花巻地区合同

庁舎内）

【相談料】�無料

【問い合わせ・申し込み】�中部保健

所保健課（☎22-2331）

■がんサロン『ほっこり・花』

【対象】�がん患者とその家族

【日時】�毎月第４金曜日、午後１

時30分～３時30分

【会場】�花巻保健センター

【参加料】�300円

※開催時間・会場を変更する場合

があります。初めて参加する場合

は事前にお問い合わせください。

電話による無料相談も受け付けて

います

【問い合わせ・電話相談】�がんサロ

ン『ほっこり・花』�代表�小瀬川（☎
090-6453-1050）

■あなたのこころは元気ですか

　こころの体温計

　毎日、生き生きと自分らしく過

ごすためには、体の健康だけでは

なく、心の健康も大切です。

　本市では、「こころの体温計」サ

イトを開設しています。

　このサイトは、パソコンや携帯

電話を使ってストレス状況を簡単

にチェックできるシステムです。

　地域の相談窓口などの情報も

紹介しています。日々のセルフ

チェックにぜひご活用ください。

【ホームページ】� h t t p s : / /

fishbowlindex.jp/hanamaki/

※スマートフォンの

場合は右記のＱＲ

コードからもご覧い

ただけます

【問い合わせ】�健康づくり課（☎
23-3121）

■パパママ教室

【対象】�初めてパパやママになる

人（妊娠７～８カ月ごろ）

【期日】�７月４日（土）

【受付時間】�①午前９時15分～９

時30分②午前10時30分～10時45分

【会場】�花巻保健センター

【内容】�子育てレッスン（赤ちゃん

の入浴方法）

※時間は１時間程度

【定員】�各回６組（先着順）

【申込開始日】�６月４日（木）

【問い合わせ・申し込み】�健康づく

り課（☎23-3121）


